
おくやみハンドブック
門真市

　この「おくやみハンドブック」は、亡くなられた方
に関する市役所等での手続きをご案内した冊子
です。
　今後、ご遺族様等がお手続きを進める中で、この
ハンドブックが少しでもお役に立てれば幸いです。
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ご遺族の方へ

　この度のご家族のご逝去に謹んでお悔やみ申し上げます。
　この「おくやみハンドブック」は、亡くなられた方に関する市役所での手続きと、
市役所以外での主な手続きをご案内しております。
今後、皆様がお手続きを進める中で、このハンドブックが少しでもお役に立てれば

幸いです。
　　　門真市長
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死亡届提出の案内

飯盛斎場からのお知らせ（副葬品、連絡先）

門真市手続きナビ

戸籍記載までの日数

　ご遺族の皆様に、はじめに行っていただくのは「死亡届の提出」です。
死亡届につきましては、葬儀社がご遺族に代わって提出をされる場合が多く、葬儀が終わって

いれば、死亡届の提出は完了しています。
　葬儀が終わりましたら、お亡くなりになった後の手続きを進めます。
　手続きは大きく分けて、「市役所に対する手続き」「市役所以外に対する手続き」（例：銀
行口座の解約、法務局での不動産の名義変更など）になります。

　飯盛斎場での火葬時に、棺の中に入れるものによっては、大気汚染ガスの発生や火葬炉内
での事故につながる場合があります。
　また、ご遺体の尊厳を保ち、きれいな形でお骨上げするためにも、ご遺体と一緒に火葬
できないものは棺の中に入れないようにしてください。

▶ 棺の中に入れることができるもの：お花、少量のお手紙、少量のお写真　など
▶ 棺の中に入れてはいけないもの：書籍、千羽鶴、果物、ぬいぐるみ、着物　など

　飯盛斎場をご利用になられる際は、死亡届提出時にお渡しする案内もご確認ください。
飯盛霊園組合管理課　☎ 0743-78-1195

簡単なアンケートに答えるだけで、市役所で必要な手続きを確認するこ
とができるウェブサイト「門真市手続きナビ」を開設しています。
右記の二次元コードを読み取ってご利用ください。
（参考）https://kadoma-city.supportnavi.jp

門真市に提出された死亡届の内容は、記載する戸籍の本籍地が門真市の場合、原則届出から
3営業日後の午後を目途に戸籍の記載を行っておりますが、１週間程度お日にちがかかる場合
があります。

　死亡届を他の市区町村で提出された場合は、受付した市区町村から死亡届の送付を受けてか
ら戸籍の記載を行いますので、さらにお日にちがかかります。

また大型連休後や年末年始等の繁忙期はそれ以上に時間を要する場合があります。

　戸籍記載の完了を確認されたい場合は、お問い合わせください。

　市民文化部市民課　☎ 06-6902-5970

なお、記載する戸籍の本籍地が門真市以外で、戸籍記載の完了を確認されたい場合は本籍地
の市区町村の戸籍事務担当課にお問い合わせください。
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区
分 亡くなられた方の状況 該当

チェック 主な手続き 担当窓口 参照
ページ

住
民
登
録

マイナンバーカード・個人番
号通知カードを持っていまし
たか。

□ マイナンバーカード・個人番号通知
カードの廃止

市民課
P.6

印鑑登録をしていましたか。 □ 印鑑登録証（カード）の返却または破
棄 P.6

健
康
保
険

国民健康保険に加入していま
したか。 □

①資格確認書の返却 
②葬祭費の申請
③高額療養費の申立て申請 
④相続人による送付先変更届の提出

健康保険課 P.7

国民健康保険の納付は済んで
いましたか。 □ 納付に係る手続き 収納課 P.9

後期高齢者医療保険に加入し
ていましたか。 □

①資格確認書の返却
②葬祭費の申請
③高額療養費などの振込登録口座の変更
④相続人による送付先変更届の提出

健康保険課 P.9

後期高齢者医療保険の納付は
済んでいましたか。 □ 納付に係る手続き

収納課
P.11

保険料を口座振替で納めてい
ましたか。 □ 口座の変更など P.12

年
金

国民年金または厚生年金を
受給していましたか。 □ 未支給年金の請求

市民課

P.12

国民年金に加入または国民年
金を受給していましたか。 □ 遺族基礎年金の請求 P.13

国民年金に加入していたこと
がありますか。（国民年金の
受給前）

□ ①寡婦年金の請求
②死亡一時金の請求 P.14

厚生年金に加入または厚生年
金を受給していましたか。 □ 遺族厚生年金の請求 P.16

その他の年金を受給していま
したか。 □ 必要な手続きの確認 P.16

福
祉

重度障がい者医療費の助成を
受けていましたか。 □ 医療証の返還及び喪失届の提出

障がい
福祉課

P.17

障がい児福祉手当を受給して
いましたか。 □ 障がい児福祉手当受給者資格喪失届の

提出 P.17

市役所での主な手続きチェックリスト

亡くなられた方の住所が門真市以外の場合は、住民登録している自治体へお問い合わせください。
※令和８年５月以降、本館、別館及び分館の一部部署の移転を予定しております。各担当窓口につい
ても、市ＨＰや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお願いします。

※令和８年３月時点の手続き
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区
分 亡くなられた方の状況 該当

チェック 主な手続き 担当窓口 参照
ページ

福
祉

特別障がい者手当を受給して
いましたか。 □ 特別障がい者手当受給者資格喪失届

の提出

障がい
福祉課

P.18

経過的福祉手当を受給してい
ましたか。 □ 経過的福祉手当受給者資格喪失届の

提出 P.18

大阪府重度障がい者在宅介護支
援給付金を受給していましたか。 □ 重度障がい者在宅介護支援給付金受

給資格者等異動届の提出 P.19

身体障がい者手帳、精神障が
い者保健福祉手帳、療育手帳
を交付されていましたか。

□ 手帳の返還 P.19

介
護
・
高
齢

門真市の介護保険の被保険者
でしたか。 □ ①証書の返却または破棄

②送付先住所変更依頼届の提出 高齢福祉課 P.20

介護保険料の納付は済んでい
ましたか。 □ 納付に係る手続き 収納課 P.21

緊急通報装置を貸与されてい
ましたか。 □ 緊急通報装置の返却

高齢福祉課
P.21

福祉電話の貸与または使用料
の補助を受けていましたか。 □ 福祉電話の廃止（貸与の場合は、福

祉電話の返却） P.22

税
金

原動機付自転車（125cc 以下、
ミニカー）、小型特殊自動車、
二輪の軽自動車、二輪の小型自
動車、軽三輪、軽四輪自動車を
所有していましたか。

□

①車両の廃車または名義変更の手続
き
②「軽自動車税」の相続人代表者指
定届出書の提出

課税課

P.22

（相続登記が済んでいない）　
固定資産を持っていましたか。 □

「固定資産税（・都市計画税）に係
る土地及び家屋の相続人（現所有者）
申告書」の提出

P.24

市民税が課税されていましたか。 □ 被相続人の納税義務の承継、相続人
代表者指定届出書の提出 P.25

市税の納付は済んでいましたか。 □ 納付に係る手続き
収納課

P.26

市税などを口座振替で納めて
いましたか。 □ 口座の変更等 P.26

こ
ど
も

児童手当を受給していましたか。 □ ①受給者変更の手続き
②資格消滅届または額改定届の提出

こども
政策課

P.27

こども医療証をお持ちでしたか。 □ こども医療証の返還、
資格喪失届の提出 P.28

児童扶養手当を受給していま
したか。 □ ①受給者死亡届の提出

②資格喪失届または額改定届の提出 P.28

ひとり親家庭医療証をお持ち
でしたか。 □ ひとり親家庭医療証の返還、

資格喪失届の提出 P.29
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区分 亡くなられた方の状況 該当
チェック 主な手続き 担当窓口 参照

ページ

こ
ど
も

配偶者が亡くなられたことに
より、ひとり親家庭となりま
したか。

□
児童扶養手当認定請求及
びひとり親家庭医療証の
交付申請

こども政策課

P.29

特別児童扶養手当を受給して
いましたか。 □

①受給者変更の手続き
②資格喪失届または額改
定届の提出

P.30

児童が保育園や幼稚園に在籍
していましたか。 □ 必要な手続きの確認

保育幼稚園課

P.31

放課後児童クラブに通ってい
ましたか。 □ 放課後児童クラブ退会願

の提出 P.31

ファミリー・サポート・センター
の会員登録をしていましたか。 □ 退会の電話連絡 P.32

就学援助もしくは特別支援教
育就学奨励費を受給している
保護者でしたか。

□ 受給者や受給方法の確認
または変更 学校教育課 P.32

上
下
水
道

上下水道を使用していましたか。 □
名義変更または閉栓手続
き、世帯人数の変更手続
き お客さまセンター

（泉町浄水場２階）

P.33

下水道事業受益者負担金を納付
中でしたか。 □ 受益者変更届の提出 P.33

農
地 農地を所有していましたか。 □ 農地法に基づく届出 農業委員会事務局 P.34

住
宅

市営住宅に入居していましたか。 □
異動届の提出及び市営住
宅承継承認申請または市
営住宅返還届の提出

都市政策課 P.34

遺品整理で出た物をクリーン
センターへ直接持込んで処分
したいですか。

□ クリーンセンターへの持
込み

クリーンセンター
施設課

（門真市クリーンセン
ター 施設棟１階）

P.35

駐
輪
場

市営有料自転車駐車場の定期利
用者でしたか。 □ 定期使用料還付申請書の

提出 道路公園課 P.35

有
功
者

亡くなられた方が過去に門真市
有功者として表彰されたことが
ありますか

□ 秘書課までご連絡をお願
いします 秘書課 P.36

自
治
会

弔
慰
金

自治会に加入されていましたか。 □ 自治会長等へご確認くだ
さい 地域政策課 P.36

弔
慰
見
舞
金

弔慰見舞金支給の対象となる場合
があります。
ご確認ください。

□
① 交通災害弔慰見舞金の
請求
②災害弔慰見舞金の請求

危機管理課
人権市民相談課 P.37

※令和８年５月以降、本館、別館及び分館の一部部署の移転を予定しております。各担当窓口につい
ても、市ＨＰや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお願いします。
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マイナンバーカード・個人番号通知カードの廃止
亡くなられた方がマイナンバーカードまたは個人番号通知カードをお持ちだった場合、
死亡日をもってカードは失効します。不正利用を防ぐために、返却いただくか、ご遺
族が破棄してください。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

ー

問合せ先
市民課
☎ ０６－６９０２－５８２１

備　 考
法令上、マイナンバーカード・個人番号通知カードは返却する必要はありま
せん。ご遺族が破棄していただいて結構です。

印鑑登録証（カード）の返却または破棄 
亡くなられた方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は死亡日をもって失効します。
不正利用を防ぐために、返却いただくか、ご遺族が破棄してください。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・亡くなられた方の印鑑登録証（カード）

問合せ先
市民課
☎ ０６－６９０２－５９８３

備　 考 ご遺族が破棄していただいて結構です。

マイナンバーカード・個人番号通知カードを持っていた

印鑑登録をしていた

住民登録に関する手続き
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資格確認書の返却
被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために資格確認書を回収しています。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・亡くなられた方の国民健康保険資格確認書

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考 担当課に返却が難しい場合は、はさみなどで細かくしてから処分してください。

葬祭費の申請
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費（50,000 円）が支給されます。

期　 限
葬祭を行った日の翌日から
２年以内

手 続 き
できる方

葬祭執行者

必 要
な も の

・窓口に来る人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・ 葬祭執行を証明する書類（故人と喪主の氏名が記載された葬儀の領収書・
会葬礼状・請求書・葬祭執行証明書のいずれか）
・振込口座のわかるもの（預金通帳など）
・死亡届・死亡診断書の写し（門真市役所以外で死亡届をされた方）

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

国民健康保険に加入していた①

国民健康保険に加入していた②

健康保険に関する手続き
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高額療養費の申立て申請
被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなられ、支給ができなくなった場合
に申立て申請ができます。

期　 限
支給決定通知を受け取った日
の翌日から２年以内

手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・窓口に来る人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・振込口座のわかるもの（預金通帳など）

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

相続人による送付先変更届の提出
後日、市より亡くなられた方の生前のご住所に保険料の未納または還付に関するお手紙
を送付する場合があります。
独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など送付した郵便物が返戻になる
おそれのある方は同届を提出してください。

期　 限
葬祭を行った日から
２週間以内

手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・窓口に来る人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・変更先の住所が確認できるもの（相続人の本人確認書類など）

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

国民健康保険に加入していた③

国民健康保険に加入していた④

健康保険に関する手続き
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納付に係る手続き
亡くなられた方の国民健康保険料の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなられた方
に代わって納付していただく必要がありますので、納付相談をしてください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・相続人の本人確認書類

問合せ先
収納課
☎ ０６－６９０２－５９３５

備　 考

資格確認書の返却
被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために資格確認書を回収しています。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

国民健康保険料の納付が済んでいない

後期高齢者医療保険に加入していた①

健康保険に関する手続き
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葬祭費の申請
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費（50,000 円）が支給されます。

期　 限
葬祭を行った日の翌日から
２年以内

手 続 き
できる方

葬祭執行者

必 要
な も の

・窓口に来る人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・申請者の口座情報がわかるもの（預金通帳など）
・ 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの（申請者の氏名が宛名として
記載された領収書・会葬礼状・請求書・葬祭執行証明書のいずれか）
・死亡届・死亡診断書の写し（門真市役所以外で死亡届をされた方）
※ 申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合
は印鑑が必要。

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

後期高齢者医療保険に加入していた②

高額療養費などの振込登録口座の変更
被保険者が亡くなられたことによって口座が凍結されている場合などに、振込登録口座
を変更することができます。

期　 限
支給決定通知を受け取った日
の翌日から２年以内

手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・窓口に来る人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・振込口座のわかるもの（預金通帳など）

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

後期高齢者医療保険に加入していた③

健康保険に関する手続き
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相続人による送付先変更届の提出
後日、市より亡くなられた方の生前のご住所に保険料の未納または還付に関するお手紙
を送付する場合があります。
独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など送付した郵便物が返戻になる
おそれのある方は同届を提出してください。

期　 限
葬祭を行った日から
２週間以内

手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・窓口に来る人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・変更先の住所が確認できるもの（相続人の本人確認書類など）

問合せ先
健康保険課
☎ ０６－６９０２－５６９７

備　 考

後期高齢者医療保険に加入していた④

納付に係る手続き
亡くなられた方の後期高齢者医療保険料の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなら
れた方に代わって納付していただく必要がありますので、納付相談をしてください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・相続人の本人確認書類

問合せ先
収納課
☎ ０６－６９０２－５９３５

備　 考

後期高齢者医療保険料の納付が済んでいない

健康保険に関する手続き
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口座の変更など
亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合は、口座の変更などが必要になります
ので、窓口または電話にてご相談ください。

期 　 限 できるだけ速やかに 手続きできる方 相続人など

必要なもの なし

問 合 せ 先 収納課　☎ ０６－６９０２－５９３９

保険料を口座振替で納めていた

健康保険／年金に関する手続き

未支給年金の請求
年金を受給している方が亡くなられたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなられ
た日より後に振込みされた年金のうち、亡くなられた月分までの年金をその方と生計を
同じくしていた遺族（1. 配偶者 2. 子 3. 父母 4. 孫 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹 7. その他３親等内
の親族）の中で優先順位の高い（数字が小さい）方が受け取ることができるものです。

期　 限 未支給年金の対象となる年金の支払日の翌月１日
から５年以内

手 続 き
できる方

遺族

必 要
な も の

・来庁者の本人確認書類
・請求者のマイナンバー確認書類
・ 請求者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本（死亡日以降に交付されたもの）
※ 請求者が配偶者または２０歳以下の子の場合、マイナンバーを記入するこ
とで戸籍謄本の添付を省略できます。

・請求者の預金通帳、キャッシュカードなどの振込先口座確認書類
・死亡者の年金証書などの基礎年金番号がわかる書類
・別住所の場合は、生計同一関係に関する申立書（様式あり）
※代理人が請求する場合は委任状（様式あり）が必要です。
※ これら以外の書類が必要な場合もありますので、詳細は事前にお問い合わ
せください。

問合せ先
市民課　　　　　　　　　　　　　守口年金事務所
☎ ０６－６９０２－６００５　　　☎ ０６－６９９２－３０３１

備　 考 遺族厚生年金を受け取ることができる場合は、未支給年金についても守口年
金事務所でのお手続きとなります。

国民年金または厚生年金を受給していた
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遺族基礎年金の請求
亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合、その方によって生計を維持されていた
子のある配偶者または子が受け取ることができるものです。
（「子」とは 18 歳になった年度の 3月 31 日までにある方、または 20 歳未満で障害年金の
障害等級１級・２級の状態にある方）

　①国民年金の被保険者である間に亡くなられたとき

　② 国民年金の被保険者であった 60 歳以上 65 歳未満の方で、日本国内に住所を有して
いた方が亡くなられたとき

　③老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなられたとき

　④老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたとき

※①、②は保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※③、④は受給資格期間が 25 年以上ある方に限ります。

期　 限 死亡日の翌日から５年以内
手 続 き
できる方

子のある配偶者、子

必 要
な も の

・来庁者の本人確認書類

・請求者と子のマイナンバー確認書類

・請求者と子の預金通帳、キャッシュカードなどの振込先口座確認書類

・請求者の年金証書（公的年金を受けている場合）

・死亡者の死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

・死亡者の年金手帳などの基礎年金番号がわかる書類

・別住所の場合は、生計同一関係に関する申立書（様式あり）

※代理人が請求する場合は委任状（様式あり）が必要です。

※これら以外の書類が必要な場合もありますので、詳細は事前にお問い合わせ
ください。

問合せ先

市民課
☎ ０６－６９０２－６００５

守口年金事務所
☎ ０６－６９９２－３０３１

備　 考
遺族厚生年金を受け取ることができる場合または死亡日が国民年金第３号被保
険者期間中（配偶者の扶養に入っている）の場合は、守口年金事務所でのお手
続きとなります。

国民年金に加入または国民年金を受給していた

年金に関する手続き
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寡婦年金の請求
死亡日の前日において国民年金の保険料納付済期間及び免除期間が 10 年以上ある夫が、
老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなられたとき、10 年以上継続して
婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻が 60 歳から 65 歳になるまでの間、受け
取ることができるものです。

期　 限 死亡日の翌日から５年以内
手 続 き
できる方

妻

必 要
な も の

・来庁者の本人確認書類

・請求者のマイナンバー確認書類

・請求者の預金通帳、キャッシュカードなどの振込先口座確認書類

・死亡者の年金手帳などの基礎年金番号がわかる書類

・死亡者の年金証書（公的年金を受けている場合）

・別住所の場合は、生計同一関係に関する申立書（様式あり）

※代理人が請求する場合は委任状（様式あり）が必要です。

※これら以外の書類が必要な場合もありますので、詳細は事前にお問い合わせ
ください。

問合せ先

市民課
☎ ０６－６９０２－６００５

守口年金事務所
☎ ０６－６９９２－３０３１

備　 考
死亡一時金を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取る
こととなります。

国民年金に加入していたことがある（国民年金の受給前）①

年金に関する手続き

MEMO  
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死亡一時金の請求
死亡日の前日において国民年金の保険料納付済期間が３年以上ある方が、老齢基礎年
金・障害基礎年金を受けることなく亡くなられたとき、その方と生計を同じくしてい
た遺族（1, 配偶者 2. 子 3. 父母 4. 孫 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹）の中で優先順位の高い（数
字が小さい）方が受け取ることができるものです。

期　 限 死亡日の翌日から２年以内
手 続 き
できる方

遺族

必 要
な も の

・来庁者の本人確認書類

・請求者のマイナンバー確認書類

・請求者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本（死亡日以降に交付されたもの）

※請求者が配偶者または２０歳以下の子の場合、マイナンバーを記入すること
で戸籍謄本の添付を省略できます。

・請求者の預金通帳、キャッシュカードなどの振込先口座確認書類

・死亡者の年金手帳などの基礎年金番号がわかる書類

・別住所の場合は、生計同一関係に関する申立書（様式あり）

※代理人が請求する場合は委任状（様式あり）が必要です。

※これら以外の書類が必要な場合もありますので、詳細は事前にお問い合わせ
ください。

問合せ先

市民課
☎ ０６－６９０２－６００５

守口年金事務所
☎ ０６－６９９２－３０３１

備　 考
遺族基礎年金を受け取ることができる場合は支給されません。

寡婦年金を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取る
こととなります。

国民年金に加入していたことがある（国民年金の受給前）②

年金に関する手続き

MEMO  
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遺族厚生年金の請求
守口年金事務所にお問い合わせください。

期　 限 ー
手 続 き
できる方

ー

必 要
な も の

ー

問合せ先
守口年金事務所
☎ ０６－６９９２－３０３１

備　 考

必要な手続きの確認
各共済組合などにお問い合わせください。

期　 限 ー
手 続 き
できる方

ー

必 要
な も の

ー

問合せ先

共済年金：各共済組合
企業年金：各企業年金基金または企業年金連合会
恩給：総務省政策統括官（恩給担当）恩給相談窓口
　　　☎ ０３－５２７３－１４００

備　 考

厚生年金に加入または厚生年金を受給していた

その他の年金を受給していた

年金に関する手続き
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医療証の返還及び喪失届の提出
亡くなられた方が重度障がい者医療費助成を受給していた場合、死亡日をもって受給資
格が喪失となります。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・重度障がい者医療証

問合せ先
障がい福祉課
☎ ０６－６９０２－６１５４

備　 考

障がい児福祉手当受給者資格喪失届の提出 
亡くなられた方が障がい児福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が喪
失となります。

期　 限 死亡日から 14 日以内
手 続 き
できる方

親族

必 要
な も の

ー

問合せ先
障がい福祉課
☎ ０６－６９０２－６１５４

備　 考 詳細はお問い合わせください。

重度障がい者医療費の助成を受けていた

障がい児福祉手当を受給していた

介護・福祉に関する手続き
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特別障がい者手当受給者資格喪失届の提出
亡くなられた方が特別障がい者手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が喪
失となります。

期　 限 死亡日から 14 日以内
手 続 き
できる方

親族

必 要
な も の

ー

問合せ先
障がい福祉課
☎ ０６－６９０２－６１５４

備　 考 詳細はお問い合わせください。

経過的福祉手当受給者資格喪失届の提出
亡くなられた方が経過的福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって受給資格が喪失
となります。

期　 限 死亡日から 14 日以内
手 続 き
できる方

親族

必 要
な も の

ー

問合せ先
障がい福祉課
☎ ０６－６９０２－６１５４

備　 考 詳細はお問い合わせください。

特別障がい者手当を受給していた

経過的福祉手当を受給していた

介護・福祉に関する手続き
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重度障がい者在宅介護支援給付金受給資格者等異動届の提出
亡くなられた方が大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金を受給していた場合、死亡月
をもって受給資格が喪失となります。

期　 限 死亡日から 14 日以内
手 続 き
できる方

親族

必 要
な も の

ー

問合せ先
障がい福祉課
☎ ０６－６９０２－６１５４

備　 考 詳細はお問い合わせください。

手帳の返還
亡くなられた方が身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳をお持ち
だった場合、死亡日をもって喪失となります。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・亡くなられた方の身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳または　
療育手帳

問合せ先
障がい福祉課
☎ ０６－６９０２－６１５４

備　 考

大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金を受給していた

身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

介護・福祉に関する手続き
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証書の返却または破棄
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証などを返却ま
たは破棄してください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・介護保険負担限度額認定証　など

問合せ先
高齢福祉課
☎０６－６９０２－６３０１

備　 考

門真市の介護保険の被保険者であった①

介護・福祉に関する手続き

送付先住所変更依頼届の提出
後日、市より亡くなられた方の生前のご住所に還付通知等の郵便物を送付することがあ
ります。送付する郵便物が届かない恐れのある方は、同届を提出してください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

問合せ先
高齢福祉課
☎ ０６－６９０２－６３０１

備　 考

門真市の介護保険の被保険者であった②
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介護・福祉に関する手続き

緊急通報装置の返却
亡くなられた方が緊急通報装置を貸与されていた場合、申し出ていただき、機器を返却
する必要があります。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・緊急通報装置（本体・ペンダント）

問合せ先
高齢福祉課
☎ ０６－６９０２－６１７６

備　 考 事前にお電話でご連絡ください。

緊急通報装置を貸与されていた

納付に係る手続き
亡くなられた方の介護保険料の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなられた方に
代わって納付していただく必要がありますので、納付相談をしてください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・相続人の本人確認書類

問合せ先
収納課
☎０６－６９０２－５９３５

備　 考

介護保険料の納付が済んでいない



22

福祉電話の廃止（貸与の場合は、福祉電話の返却）
亡くなられた方が福祉電話を貸与されていた場合は返却する必要があります。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・電話機（貸与されている場合に限ります）

問合せ先
高齢福祉課
☎ ０６－６９０２－６１７６

備　 考 事前にお電話でご連絡ください。

福祉電話の貸与または使用料の補助を受けていた

車両の廃車または名義変更の手続き
亡くなられた方が軽自動車などを所有されていた場合、車両の廃車または名義変更の
手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手 続 き
できる方

相続人など

必 要
な も の

・ナンバープレート（返納できない場合は弁償金 200 円が必要）
・申告済証または標識交付証明書（ない場合は車台番号の石刷り）
・手続者の本人確認書類

問合せ先
課税課
☎ ０６－６９０２－５８７４

備　 考

原動機付自転車（125cc以下、ミニカー）、小型特殊自動車を所有していた

介護・福祉／税金に関する手続き
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車両の廃車または名義変更の手続き
亡くなられた方が軽自動車などを所有されていた場合、車両の廃車または名義変更の
手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手 続 き
できる方

ー

必 要
な も の

・手続き場所が軽自動車検査協会高槻支所となります。
　そちらへお問い合わせください。

問合せ先
軽自動車検査協会高槻支所
☎ ０５０－３８１６－１８４１

備　 考

軽三輪・軽四輪自動車を所有していた

税金に関する手続き

車両の廃車または名義変更の手続き
亡くなられた方が軽自動車などを所有されていた場合、車両の廃車または名義変更の
手続きが必要です。

期　 限 速やかに
手 続 き
できる方

ー

必 要
な も の

・手続き場所が近畿運輸局大阪運輸支局となります。
　そちらへお問い合わせください。

問合せ先
近畿運輸局大阪運輸支局
☎ ０５０－５５４０－２０５８

備　 考

二輪の軽自動車、二輪の小型自動車を所有していた
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「軽自動車税」の相続人代表者指定届出書の提出
車両の廃車・名義変更の手続きが完了するまでは、納税通知書などを相続人の代表者に
送付するため、「相続人代表者指定届出書」の届出が必要です。

期　 限 速やかに
手 続 き
できる方

相続人代表者

必 要
な も の

・相続人代表者の本人確認書類

問合せ先
課税課
☎ ０６－６９０２－５８７４

備　 考

原動機付自転車（125cc以下、ミニカー）、小型特殊自動車、二輪の
軽自動車、二輪の小型自動車、軽三輪、軽四輪自動車を所有していた

税金に関する手続き

「固定資産税（・都市計画税）に係る土地及び家屋の相続人（現所有者）申告書」の提出 
固定資産を持つ納税義務者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間は、相続人
の方に固定資産税（・都市計画税）を納付していただく必要がありますので、その相続人
について申告するものです。

期　 限
亡くなられた日から
３ヶ月以内

手 続 き
できる方

相続人代表者

必 要
な も の

【法定相続人の方が相続される場合】
・申告者の本人確認書類

【法定相続人以外の方が相続される場合】
・申告者の本人確認書類と遺言書の写し等

問合せ先
課税課
☎ ０６－６９０２－５９１８

備　 考 相続登記が済んでいる方は、申告は不要です。

固定資産を持っていた（相続登記が済んでいない）　
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税金に関する手続き

被相続人の納税義務の承継、相続人代表者指定届出書の提出 
亡くなられた方に市民税・府民税が課税されている場合、市民税・府民税の納税通知書
に関する書類は、相続人の代表者（例：同一世帯の親族の方など）に送付することに
なります。

【①相続される方で同一世帯ではない場合】
・亡くなられた方と同一世帯以外の方が相続人となる場合は、相続人代表者が「相続人
代表者指定届出書」に必要事項を記入し、提出してください。

【②相続放棄される場合】
・相続人代表者が相続放棄される場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理
通知書」の写しなどの提出が必要です。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

①相続人代表者
②相続放棄される方々

必 要
な も の

【①相続される方で同一世帯ではない方】
・相続人代表者の本人確認書類
・続柄のわかる戸籍謄本の写し

【②相続放棄される方】
・相続放棄申述受理通知書

問合せ先
課税課
☎ ０６－６９０２－５８９８

備　 考
相続放棄をされる場合は、対象になる相続人全員分の「相続放棄申述受理
通知書」の提出が必要です。

市民税が課税されていた

MEMO  
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口座の変更など
亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合は、口座の変更などが必要になります
ので、窓口または電話にてご相談ください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人など

必 要
な も の

なし

問合せ先
収納課
☎ ０６－６９０２－５９３９

備　 考

市税などを口座振替で納めていた

税金に関する手続き

納付に係る手続き
亡くなられた方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人が亡くなられた方に代わって
納付していただく必要がありますので、既に届いている納付書により納付をしてください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・相続人の本人確認書類

問合せ先
収納課
☎ ０６－６９０２－５９３５

備　 考

市税の納付が済んでいない
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①受給者変更の手続き
受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給されます。未支払いの
手当がある場合は別途手続きが必要です。

②資格消滅届または額改定届の提出 
対象児童が亡くなられた場合、死亡日の属する月まで手当が支給されます。

期　 限

原則、受給者及び対象児童が亡くなら
れた日の翌日から数えて 15 日以内
※ 手続きが遅れると支給できない月が
生じる可能性があります。

手 続 き
できる方

①児童を養育される方
②受給者

必 要
な も の

①受給者変更の手続き
【児童の養育者となる方の持ち物】
・来庁者の本人確認書類
・本人の口座がわかるもの
・支給対象児童の口座がわかるもの

②資格消滅届または額改定届の提出
・来庁者の本人確認書類

問合せ先
こども政策課
☎ ０６－６９０２－６１８６

備　 考

児童手当を受給していた

こどもに関する手続き

MEMO  
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こども医療証をお持ちの場合

児童扶養手当を受給していた

こどもに関する手続き

こども医療証の返還、資格喪失届の提出
対象児童が亡くなられた場合、こども医療証の返還が必要です。

期　 限 お早めにご相談ください。
手 続 き
できる方

児童を養育される方

必 要
な も の

・こども医療証
・来庁者の本人確認書類

問合せ先
こども政策課
☎ ０６－６９０２－６１８６

備　 考

①受給者死亡届の提出
受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給されます。未支払いの
手当がある場合は別途手続きが必要です。

②資格喪失届または額改定届の提出
対象児童が亡くなられた場合、死亡日の属する月まで手当が支給されます。

期　 限 お早めにご相談ください。
手 続 き
できる方

①児童を養育される方
②受給者

必 要
な も の

①受給者死亡届の提出
・来庁者の本人確認書類
・対象児童の口座がわかるもの
※担当課にご相談ください。

②資格喪失届または額改定届の提出
・来庁者の本人確認書類

問合せ先
こども政策課
☎ ０６－６９０２－６１８６



29

ひとり親家庭医療証の返還、資格喪失届の提出
ひとり親家庭医療証の返還が必要です。

期　 限 お早めにご相談ください。
手 続 き
できる方

児童を養育される方

必 要
な も の

・ひとり親家庭医療証
・来庁者の本人確認書類

問合せ先
こども政策課
☎０６－６９０２－６１８６

備　 考

児童扶養手当認定請求及びひとり親家庭医療証の交付申請
配偶者が亡くなられたことにより、ひとり親家庭となった方が受けられる手当・医療で、
事前に相談資料を作成する必要があります。

期　 限 お早めにご相談ください。
手 続 き
できる方

児童を養育される方

必 要
な も の

・担当課にご相談ください。

問合せ先
こども政策課
☎ ０６－６９０２－６１８６

備　 考

ひとり親家庭医療証をお持ちの場合

配偶者が亡くなられたことにより、ひとり親家庭となった

こどもに関する手続き
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①受給者変更の手続き
受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給されます。未支払いの
手当がある場合は別途手続きが必要です。

②資格喪失届または額改定届の提出
対象児童が亡くなられた場合、死亡日の属する月まで手当が支給されます。

期　 限 お早めにご相談ください。
手 続 き
できる方

①児童を養育される方
②受給者

必 要
な も の

①受給者変更の手続き
・来庁者の本人確認書類
・対象児童の口座がわかるもの
※担当課にご相談ください。

②資格喪失届または額改定届の提出
・来庁者の本人確認書類

問合せ先
こども政策課
☎ ０６－６９０２－６１８６

特別児童扶養手当を受給していた

こどもに関する手続き

MEMO  
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必要な手続きの確認
亡くなられた方が保育園や幼稚園に在籍されている場合、退園の手続きが必要になりま
す。ご家族の方が亡くなられた場合は、緊急連絡先などの変更が必要になることがあり
ます。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

児童の保護者

必 要
な も の

なし

問合せ先

保育幼稚園課
☎０６－６９０２－６７５７

在籍されている施設

備　 考

放課後児童クラブ退会願の提出
亡くなられた方が放課後児童クラブに通っていた場合、退会の手続きが必要です。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

児童の保護者

必 要
な も の

なし

問合せ先
保育幼稚園課
☎ ０６－６９０２－６４０４

備　 考

保育園や幼稚園に在籍している児童が世帯にいる場合

放課後児童クラブに通っていた

こどもに関する手続き
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退会の電話連絡
亡くなられた方がファミリー・サポート・センターの会員登録をしていた場合、退会の
手続きが必要です。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

親族

必 要
な も の

なし

問合せ先
かどまファミリー・サポート・センター
☎ ０７２－８８２－０１２３

備　 考

受給者や受給方法の確認または変更
亡くなられた方が就学援助もしくは特別支援教育就学奨励費を受給している保護者である
場合、必要に応じて振込口座の変更や、各学校からの直接支給への切り替えを行います。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

保護者

必 要
な も の

・本人確認書類
・金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

問合せ先
学校教育課
☎ ０６－６９０２－７１０７

備　 考

ファミリー・サポート・センターの会員登録をしていた

就学援助もしくは特別支援教育就学奨励費を受給している保護者で
ある場合

こどもに関する手続き
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名義変更または閉栓手続き、世帯人数の変更手続き
亡くなられた方が名義人の場合、名義変更または閉栓手続きが必要です。

期　 限
死亡の事実が判明した時点で
ご連絡ください。

手 続 き
できる方

親族または同居者が望ましい

必 要
な も の

なし

問合せ先
お客さまセンター　　
☎ ０６－６９０３－２１２１

備　 考 電話手続き可

受益者変更届の提出
下水道事業受益者負担金を納付中の受益者（納付義務者）が亡くなられた場合は、受益者
の変更の手続きが必要です。

期　 限
受益者の変更があった
14 日以内

手 続 き
できる方

親族または同居者が望ましい

必 要
な も の

なし

問合せ先
お客さまセンター　　
☎ ０６－６９０３－８１４９

備　 考 郵送手続き可。ご連絡いただければ変更届をお送りします。

上下水道を使用していた

下水道事業受益者負担金を納付中であった

上下水道に関する手続き
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農地法に基づく届出
相続により農地を取得した場合は、農業委員会に届出が必要です。
農地を相続された際は、農業委員会事務局までご相談ください。

期　 限
相続開始を知ったときから
10 ヶ月以内

手 続 き
できる方

相続人

必 要
な も の

・届出書（農業委員会指定の様式）
・土地の登記簿謄本（原本）
・亡くなられた方の戸籍（除籍）謄本（死亡年月日が確認できるもの）

※その他農業委員会が必要と認める書類

問合せ先
農業委員会事務局
☎ ０６－６９０２－６３１７

備　 考

異動届の提出及び市営住宅承継承認申請または市営住宅返還届の提出
収入などの条件により、案内する内容が異なるため、市営住宅の窓口へご相談ください。

期　 限 できるだけ速やかに
手 続 き
できる方

相続人など

必 要
な も の

・印鑑（認印）

※その他条件により追加で必要なものがあります。

問合せ先
門真市営住宅管理センター
☎ ０６－６９６７－８７９９

備　 考

農地を所有していた

市営住宅に入居していた

その他の手続き
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クリーンセンターへの持込み
遺品整理で出た物をクリーンセンターへ直接持込んで処分したい場合は、平日で前日まで
に予約を取る必要があります。

期　 限 なし
手 続 き
できる方

親族

必 要
な も の

亡くなられた方の住所が確認できる書類
（死亡届、公的機関からの郵便物、賃貸契約書など）

問合せ先

クリーンセンター施設課
☎ ０６－６９０９－４３９２

持込みごみ予約受付
☎ ０６－６９０９－３５５１

備　 考

持込みではなく収集運搬を希望される方は、
右記二次元コードをご確認ください。

問合せ先：環境政策課
☎０６－６９０２－６４９０

定期使用料還付申請書の提出
市営有料自転車駐車場の利用者のうち、定期券を購入して利用されている場合、残りの
期間の定期料金を還付します。申請手続きは、ご利用の駐車場管理員にお申し出ください。

期　 限 定期利用期間内まで
手 続 き
できる方

どなたでも可

必 要
な も の

・定期駐車券
・定期駐車ステッカー（自転車貼付けの物）
・定期使用料還付申請書（管理員に申出）
・還付金振込先がわかるもの（通帳の写し等）

問合せ先
道路公園課
☎ ０６－６９０２－６６４５

遺品整理で出た物をクリーンセンターへ直接持込んで処分したい

市営有料自転車駐車場の定期利用者

その他の手続き

市HP：『遺品整理ごみの処理方法』　
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亡くなられた方が過去に門真市有功者として表彰されている場合は、亡くなられた旨と通
夜・告別式等の詳細をご連絡ください。

期　 限 速やかに
手 続 き
できる方

親族が望ましい

必 要
な も の

なし

問合せ先
秘書課
☎０６－６９０２－５５３６

備　 考 電話手続き可

弔慰金の請求
加入自治会によっては、弔慰金の支給がありますので、お住まいの自治会長等へご確認く
ださい。

期　 限 自治会に要確認
手 続 き
できる方

自治会に要確認

必 要
な も の

自治会に要確認

問合せ先
地域政策課
☎０６－６９０２－６０３４

備　 考 窓口にて自治会情報の確認は可能（電話では不可）

門真市有功者として表彰されたことがある方

自治会に加入していた

その他の手続き
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交通災害弔慰見舞金の請求
交通災害による死亡の場合は、交通災害弔慰見舞金（死亡した人1人につき50,000円）を
支給します。必要なものをご準備の上、窓口にてお手続きください。

期　 限
被害を受けた時から
２年以内

手 続 き
できる方

遺族の代表者 1人（遺族の範囲及び優先
順位の規定があります。詳細はお問い合
わせください。）
代理人が請求人または受取人となるとき
は、見舞金を受け取ることができる方の
委任状が必要です。

必 要
な も の

・交通災害弔慰見舞金請求書（市指定の様式）

・自動車安全運転センターの証明する交通事故証明書またはこれに代わるべき
書類で市長が適当と認めるもの

・死亡診断書または死体検案書

・戸籍謄本

・住民票の除票またはこれに類するもの

・代理人が請求人または受取人となるときは、見舞金を受け取ることができる
方の委任状

・その他市長が必要と認める書類

問合せ先
危機管理課
☎ ０６－６９０２－５８１２

備　 考

本市に居住する方が、本市内において発生した交通災害（道路交通法に規定
する車両その他による事故により人身に受ける災害）により死亡した場合
（ただし、死亡した者の故意または重大な過失により生じたもの
であるときを除く）

その他の手続き
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その他の手続き

災害弔慰見舞金の請求
火災、風水害、震災による災害にり災したことによる死亡の場合は、災害弔慰見舞金（死亡
した人 1人につき 50,000 円）を支給します。必要なものをご準備の上、窓口にてお手続き
ください。
ただし、法令で定める災害弔慰金の支給要件に該当する場合は、災害弔慰見舞金の支給
対象外となるため、別途ご案内いたします。

期　 限
被害を受けた時から
２年以内

手 続 き
できる方

遺族の代表者 1人（遺族の範囲及び優先
順位の規定があります。詳細はお問い合
わせください。）
代理人が請求人または受取人となるとき
は、見舞金を受け取ることができる方の
委任状が必要です。

必 要
な も の

・災害弔慰、災害見舞金請求書（市指定の様式）

・消防署の証明する罹災証明書またはこれに類するもの

・死亡診断書または死体検案書

・戸籍謄本

・住民票の除票またはこれに類するもの

・代理人が請求人または受取人となるときは、見舞金を受け取ることができる
方の委任状

・その他市長が必要と認める書類

問合せ先
危機管理課
☎ ０６－６９０２－５８１２

備　 考

本市に居住する方が、本市内において火災、風水害、震災による
災害にり災し死亡した場合（ただし、死亡した者の故意または
重大な過失により生じた犯罪行為であるときを除く）
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災害弔慰見舞金の請求
犯罪行為による災害にり災したことによる死亡の場合は、災害弔慰見舞金（死亡した人1人
につき50,000円）を支給します。必要なものをご準備の上、窓口にてお手続きください。

期　 限
被害を受けた時から
２年以内

手 続 き
できる方

遺族の代表者 1人（遺族の範囲及び優先
順位の規定があります。詳細はお問い合
わせください。）
代理人が請求人または受取人となるとき
は、見舞金を受け取ることができる方の
委任状が必要です。

必 要
な も の

・災害弔慰、災害見舞金請求書（市指定の様式）

・死亡診断書または死体検案書

・戸籍謄本

・住民票の除票またはこれに類するもの

・代理人が請求人または受取人となるときは、見舞金を受け取ることができる
方の委任状

・その他市長が必要と認める書類

問合せ先
人権市民相談課
☎ ０６－６９０２－６０７９

備　 考

本市に居住する方が、本市内において犯罪行為（人の生命を害する罪に当たる
行為（交通災害の要因となるものを除く））による災害にり災し死亡した場合
（ただし、死亡した者の故意または重大な過失により生じた犯罪行為であるときを除く）

その他の手続き

MEMO  
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市役所以外での主な手続き

市役所以外での主な手続き一覧

該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

加入していた健康保険が、国民健
康保険、後期高齢者医療保険以外
だった。

□ 葬祭費の申請など
加入していた健康保険
の保険者（協会けんぽ、
健康保険組合など）

次に掲げるものを契約していた。

①電気
②ガス
③固定電話・携帯電話
④新聞・雑誌の購読
⑤ＮＨＫ受信料
⑥インターネット
⑦ケーブルテレビ
⑧クレジットカード　ほか

□ 解約、名義変更 それぞれの契約先

運転免許証を持っていた。 □ 運転免許証の返納
門真警察署

☎ 06-6906-1234

不動産（土地、家屋など）を
所有していた。

□
土地、家屋などの
相続登記

大阪法務局
守口出張所

☎ 06-6991-2817

金融機関に預貯金があった。
または、株式などを所有していた。

□ 口座解約など
各金融機関、
各証券会社

生命保険、損害保険などに
加入していた。

□
死亡保険金や入院
保険金の請求など

各保険会社

在留カード、特別永住者証明書を
持っていた。

□
在留カード、特別
永住者証明書の返還

大阪出入国在留管理局
☎ 0570-06-4259

□
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補足情報

用 語 説 明

本籍地 戸籍を置いてある場所のことです。

戸籍の筆頭者
戸籍の最初に氏名が書かれている人です。
亡くなっても変更はされません。

除籍
死亡、婚姻、離婚、転籍などで戸籍から除かれることです。
全員が除かれた状態の戸籍の証明書を除籍謄本・抄本といいます。

改製原戸籍
法改正により戸籍の改製が行われた際の、改製される前の古い戸籍のこと
です。（門真市は平成 18 年 2月 18 日に改製しています）

戸籍の記載事項証明書
（死亡の記載があるもの）

届出された死亡届（死亡診断書含む。）の写し、市町村長の認証印が押印
されています。ただし、交付には、使用目的、提出先の制限があります。

戸籍の附票の写し
戸籍に記載されている方の生年月日、性別、住民登録地及び住所を定めた
日が記載されています。（生年月日及び性別は、令和４年１月 10 日以前に
除かれた方には記載されません）

戸籍謄本
（全部事項証明）

戸籍の記載内容のすべてを証明したものです。

戸籍抄本
（個人事項証明）

戸籍の記載内容の個人を証明したものです。

日本国民の国籍とその親族的身分関係（夫婦、親子等の親族法における身分上の地位）
を「戸籍」という公文書登録（記録）し、これを公証することを目的とするものです。

◆ 戸籍について

◆ 亡くなられた方の戸籍について

各種手続きで使う戸籍（除籍）謄本・抄本について
亡くなられた方の名義である預貯金、土地登記等相続に関する手続きのため死亡
の記載がある戸籍（除籍）謄本・抄本などが必要になる場合があります。
その際一般的に使用する戸籍の証明書に関する用語についてご説明します。

生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍について
出生の届出をして戸籍に記載されてから死亡の届出をして除籍されるまでの戸籍のこと
です。多くの方は、婚姻、転籍、戸籍の改製などを経て複数の戸籍がつくられていること
があります。相続などの手続きでは、法定代理人調査のため亡くなられた方の生まれてか
ら亡くなるまでの連続した戸籍が必要となることがあります。（戸籍、除籍、改製原戸籍　等）

1

２
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◆ 亡くなられた方の住民票（除票）について

戸籍謄本などのご請求について
本人、配偶者、直系親族の方は、以下の証明書を最寄りの市区町村の窓口で請求で
きます。
・戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
・除籍全部事項証明書（除籍謄本、改製原戸籍謄本）
注意：個人事項証明書、一部事項証明書、紙戸籍等のコンピュータ化していない一

部の戸籍・除籍は本籍地以外で発行できません。また本籍地で発行制限され
ている戸籍も本籍地以外で発行できません。

※第三者請求について
本人、配偶者、直系親族以外の方が自己の権利を行使、または自己の義務を履行す
るために戸籍謄本などを請求する場合は、本籍地の市区町村以外で請求できません。
例：委任状を用いた代理人請求
　　疎明資料等を提示して請求する第三者請求

住民票（除票）を請求できる方
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を
確認する必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
疎明資料をご持参ください。

マイナンバー記載の住民票（除票）の取得について
亡くなられた方のマイナンバー記載の住民票（除票）は制度上、取得することが
できません。

３

１

２

MEMO  
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MEMO  
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委委 任任 状状 
下下記記のの 11～～33 ままでで必必ずず委委任任者者本本人人ががごご記記入入くくだだささいい（（自自署署又又はは記記名名押押印印ししててくくだだささいい）） 
門真市長様

1.【委任者】（頼む人）

（記入日）   年  月  日

（住所）                     

（氏名）                 

（生年月日）    年    月    日

（電話番号）  －    －     

2.【代理人】（窓口に来る人）

（住所）                       

（氏名）                      

（生年月日）     年    月    日

3.【委任事項】

（（必必ずず☑☑をを入入れれててくくだだささいい。（（  ））ににはは詳詳ししくく内内容容をを記記入入ししててくくだだささいい。。）） 
 

●証明書発行・各種届出に関する手続き

□住民票(除票)の交付申請

□住民票の交付申請（マイナンバー記載のもの） 
     （使用目的または提出先：                 ）

□住民票記載事項証明書の交付申請 
□戸籍謄（抄）本の交付申請

□戸籍の附票の交付申請

□印鑑登録の申請

□住所変更（転入・転出・転居等）   
□その他（                          ）

●マイナンバーカードに関する手続き

□電子証明書の更新・新規発行  □暗証番号再設定

□住所変更、氏名変更等       □申請用紙の発行

□顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請

□その他（                          ）

           

 

 

印鑑登録を委任する場合は

必ず登登録録すするる印印鑑鑑を押印し

てください。委委任任状状にに押押印印

ししたた印印鑑鑑以以外外はは登登録録ででききまま

せせんん 
＊代理人の認印も持参願います

【注意事項】（必ずお読みください）

●委任状は、必ず委任者（頼む人）本人が委任状の全てを記載し、代理人（窓口に来る人）にお渡しく

ださい。（代理人が記載する箇所はありません）

●委任状に記載された内容に疑義がある場合は、確認で委任者本人に連絡することがあるため、委任者

の電話番号を必ず記載してください。

●委委任任者者本本人人にによよららなないい委委任任状状のの作作成成ななどど、、偽偽造造がが判判明明ししたた場場合合はは、、刑刑法法にによよりり罰罰せせらられれるるおおそそれれがが 
 あありりまますす。 
●委任状の内容に不備（記載漏れ等）がある場合は受け付けることができません。

    

印鑑登録を

希望する印
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住住民民票票のの写写しし等等 郵郵送送請請求求用用請請求求書書

門真市長 宛

令和 年 月 日

【必要な通数を書いてください。】 ※太枠の中はすべてご記入ください。

住民票の写し 世帯全員 円 通 住民票記載事項証明書 全部 円 通

住民票の写し 世帯一部 円 通 住民票記載事項証明書 一部 円 通

住民票の写し 除票 円 通

【どなたの証明が必要ですか？】

【請求する人】

☑印をつけてください
□本人
□同一世帯人

配偶者・子・親
□代理人
□その他（ ）

住 所
〒

ﾌﾘｶﾞﾅ 日中連絡のとれる電話番号

氏 名

【同封するもの】

①手数料分の郵便定額小為替（郵便局にて販売しています。切手、現金では受付できません。）

郵便定額小為替には何も記入しないでください。

②本人確認資料のコピー（マイナンバーカード・運転免許証・健康保険等の資格確認書など）

③返信用封筒（切手を貼り宛名を書いたもの）※申込人の住民登録地以外には送付できません。

④請求する人が代理人の場合は請求対象者本人自署の委任状および代理人の本人確認資料（マイナン

バーカード・運転免許証・健康保険等の資格確認書など）の写しが必要です。

※マイナンバーの記載が必要な場合は上記の「使用目的又は提出先」欄に、マイナンバーが記載された

住民票の写しが必要である旨を記入し、提出先をできる限り詳細に記入してください。

（例：マイナンバー記載の住民票の写しが必要 使用目的：勤務先に提出 提出先：○○○会社など）

また、マイナンバー記載の住民票の写しは請求対象者本人の住民登録地以外には送付できません。

住 所

フリガナ 生年月日

明・大・昭・平・令 年 月 日生
氏 名

使用目的

又は提出先

住民票の写しには下記の項目の表示が省略されています。記載が必要な項目には☑印をつけてくだい。

□世帯主氏名・続柄 □本籍・筆頭者氏名 □
外国人特有記載項目
国籍・在留資格等

 

〒
大阪府門真市中町１番１号
門真市役所 市民課
お問い合わせ （直通） 
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住住民民票票のの写写しし等等 郵郵送送請請求求用用請請求求書書

門真市長 宛

令和 年 月 日

【必要な通数を書いてください。】 ※太枠の中はすべてご記入ください。

住民票の写し 世帯全員 円 通 住民票記載事項証明書 全部 円 通

住民票の写し 世帯一部 円 通 住民票記載事項証明書 一部 円 通

住民票の写し 除票 円 通

【どなたの証明が必要ですか？】

【請求する人】

☑印をつけてください
□本人
□同一世帯人

配偶者・子・親
□代理人
□その他（ ）

住 所
〒

ﾌﾘｶﾞﾅ 日中連絡のとれる電話番号

氏 名

【同封するもの】

①手数料分の郵便定額小為替（郵便局にて販売しています。切手、現金では受付できません。）

郵便定額小為替には何も記入しないでください。

②本人確認資料のコピー（マイナンバーカード・運転免許証・健康保険等の資格確認書など）

③返信用封筒（切手を貼り宛名を書いたもの）※申込人の住民登録地以外には送付できません。

④請求する人が代理人の場合は請求対象者本人自署の委任状および代理人の本人確認資料（マイナン

バーカード・運転免許証・健康保険等の資格確認書など）の写しが必要です。

※マイナンバーの記載が必要な場合は上記の「使用目的又は提出先」欄に、マイナンバーが記載された

住民票の写しが必要である旨を記入し、提出先をできる限り詳細に記入してください。

（例：マイナンバー記載の住民票の写しが必要 使用目的：勤務先に提出 提出先：○○○会社など）

また、マイナンバー記載の住民票の写しは請求対象者本人の住民登録地以外には送付できません。

住 所

フリガナ 生年月日

明・大・昭・平・令 年 月 日生
氏 名

使用目的

又は提出先

住民票の写しには下記の項目の表示が省略されています。記載が必要な項目には☑印をつけてくだい。

□世帯主氏名・続柄 □本籍・筆頭者氏名 □
外国人特有記載項目
国籍・在留資格等

 

〒
大阪府門真市中町１番１号
門真市役所 市民課
お問い合わせ （直通） 
 

市区町村長宛て ※太枠内は全てご記入ください

必要な戸籍の表示

番地

番
ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 明治・大正・昭和・平成・令和

　　年 月 日

筆頭者とは戸籍の一番最初に記載されている方のことで、その方が亡くなっていても変わりません。

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 明治・大正・昭和・平成・令和・西暦

氏名
自署又は記名押印

　　年 月 日

□本人　　□子□子　　　　　　　　男 □孫 □その他　〔

□配偶者 　　　　　　女 □父母   □祖父母

□代理人〔 からの委任　〕

※手数料は市区町村により異なりますので、必ず本籍地の役所にお問合せください。

何が何通必要ですか 個人事項(抄本） 必要な方の氏名等を書いてください

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

（全部） （一部） ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

特別請求　□本籍・筆頭者　□在外選挙人登録　記載が必要な場合は☑印をつけてください（原則省略）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

届出年月日　昭・平・令 年 月 日

氏名 生年月日　

明・大・昭・平・令 年 月 日

□３か月以内に（ ）届を  　 　年　　　月　　　日に　　　       　市町村に提出

□相続により、 氏名（ )　の死亡の記載がある戸籍が必要

氏名（ )　の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要

□その他（詳しくお書きください）[    ] 

□その他　〔 〕

上記の詳しい理由をお書きください〔   〕

戸戸籍籍にに記記載載
さされれてていいるる
方方ととのの関関係係

代理人が請求する場合は委任者作成の委任状等が必要です。

必要な戸籍等に記載されている以外の方は、請求資格を確認するため続柄関係がわかる戸籍等の写しを添付してください。

生年月日　明・大・昭・平・令 年 月 日

生年月日　明・大・昭・平・令 年 月 日

全部事項(謄本）

生年月日　明・大・昭・平・令 年 月 日

生年月日　明・大・昭・平・令 年 月 日

通 通

通 通

請求者と戸籍に記載されている方（氏名 ）との関係

戸戸籍籍

除除籍籍

改改製製
原原戸戸籍籍

　　円

生年月日　明・大・昭・平・令 年 月 日

生年月日　明・大・昭・平・令 年 月 日

400円

400円

400円

350円

通

通

通

戸戸籍籍証証明明書書((戸戸籍籍謄謄抄抄本本))等等交交付付請請求求書書（（郵郵送送請請求求用用））

-

記入年月日  年 月 日

住所
〒 -

【【必必須須】】昼昼間間連連絡絡ののつつくく電電話話番番号号((携携帯帯可可））

本本籍籍

筆筆頭頭者者
氏氏名名

※記入がない場合
発行できません。

市 町

※記入がない場
合発行できませ
ん。

手手続続ききをを
さされれるる方方

（代理人が手
続きをされる
場合は代理

人）

身身分分
証証明明書書

独独身身
証証明明書書

受受理理
証証明明書書

通

通

通

届出の内容　□出生　□死亡　□婚姻　□離婚　□その他〔 〕

どなたの

請請求求理理由由

□戸籍届出　□相続　□裁判　□保険　□年金　□パスポート　□免許・許可申請

通 通

特特記記事事項項

そそのの他他

通

通

必必
要要
なな
証証
明明
書書
のの
種種
類類
とと
通通
数数

右に該当する場合また
はどのような戸籍が必

要か☑印を入れて記入し
てください

450円

750円

750円

戸戸籍籍のの
附附票票のの
写写しし

偽りその他不正な手段により、証明書の交付を受けた者は、刑罰（３０万円以下の罰金）が科せられます。
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門 真 市 庁 舎 の ご 案 内（令和 8年 2月現在）
※令和８年５月以降、本館、別館及び分館の一部部署の別庁舎への移転を予定しております。
　各担当窓口についても、市HPや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお
願いします。

　本　館　 
※令和８年５月以降、別館・分館の一部部署の別庁舎への移転を予定しております。

各担当窓口についても、市HPや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお願いします。 令和８年２月

門門 真真 市市 庁庁 舎舎 のの ごご 案案 内内

西

玄

関

銀行

ＥＶ

宿直室

市民課

保護課

保護課

男

子

ト

イ

レ 保護
課

女

子

ト

イ

レ

経営総務課

環境政策課

総務課

秘書課

正
面
玄
関

女子トイレ

男子トイレ

教育企画課

ＥＶ

ＥＶ

情報コーナー

保育幼稚園課

魅力発信課

会計課

福祉政策課

北玄関

人事課

多目的
トイレ

保護課

学校教育課

保護課

教育総務課
男

子

ト

イ

レ
子どもの未
来応援チー

ム

ＥＶ

ＥＶ

女子トイレ

議　場

正

面

玄

関
ス

ロ
ー

プ

ＥＶ

女

子

ト

イ

レ

財政課 企画課

総務課

ＩＣＴ推進
課

情報公開
受付窓口 ＥＶ

ＩＣＴ推進課

男

子

ト

イ

レ

議会事務局

議会図書室

男

子

ト

イ

レ

女

子

ト

イ

レ

赤ちゃ
んの駅

健康保険課

ＥＶ

財産活用課

多目
的ト
イレ

書　　庫

高齢福祉課

こども
政策課

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

障がい福祉課

中　庭

受付
案内

西

玄

関

※令和８年５月以降、別館・分館の一部部署の別庁舎への移転を予定しております。
各担当窓口についても、市HPや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお願いします。 令和８年２月

門門 真真 市市 庁庁 舎舎 のの ごご 案案 内内

西

玄

関

銀行

ＥＶ

宿直室

市民課

保護課

保護課

男

子

ト

イ

レ 保護
課

女

子

ト

イ

レ

経営総務課

環境政策課

総務課

秘書課

正
面
玄
関

女子トイレ

男子トイレ

教育企画課

ＥＶ

ＥＶ

情報コーナー

保育幼稚園課

魅力発信課

会計課

福祉政策課

北玄関

人事課

多目的
トイレ

保護課

学校教育課

保護課

教育総務課
男

子

ト

イ

レ
子どもの未
来応援チー

ム

ＥＶ

ＥＶ

女子トイレ

議　場

正

面

玄

関
ス

ロ
ー

プ

ＥＶ

女

子

ト

イ

レ

財政課 企画課

総務課

ＩＣＴ推進
課

情報公開
受付窓口 ＥＶ

ＩＣＴ推進課

男

子

ト

イ

レ

議会事務局

議会図書室

男

子

ト

イ

レ

女

子

ト

イ

レ

赤ちゃ
んの駅

健康保険課

ＥＶ

財産活用課

多目
的ト
イレ

書　　庫

高齢福祉課

こども
政策課

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

障がい福祉課

中　庭

受付
案内

　別　館　 
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門 真 市 庁 舎 の ご 案 内（令和 8年 2月現在）
※令和８年５月以降、本館、別館及び分館の一部部署の別庁舎への移転を予定しております。
　各担当窓口についても、市HPや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお
願いします。

1

収納課

門真市
クリーンセンター

京阪電車 古川橋駅　→

Ｐ Ｐ

【門真市役所】
門真市中町１番１号

【泉町浄水場（お客さまセンター）】
門真市泉町７番２３号

【門真市クリーンセンター】
門真市深田町１９番５号

←　　国道１６３号線　　→

門真市駅

カ
ド
マ
チ
テ
ラ
ス

人権協会 人権市民
相談課

危機管理課

生涯学習課

門真はすはな中学校

泉町
浄水場

相
談
室

相
談
室

吹抜け

門真市役所

別館

分館

本館

地域政策課

門門 真真 市市 庁庁 舎舎 のの ごご 案案 内内

保育幼稚園課

家庭児童相談センター

男
子

ト
イ
レ

道路公園課

公共建築課

課税課

男子トイレ

庁
舎
エ
リ
ア
整
備
課

地域整備課

女子トイレ

Ｅ
Ｖ

建築指導課 都市政策課

吹抜け

↑

大
日
駅

大
阪
モ
ノ
レ
ー

ル

Ｅ
Ｖ

令和８年２月
※令和８年５月以降、別館・分館の一部部署の別庁舎への移転を予定しております。

各担当窓口についても、市HPや庁舎案内図などで最新情報をご確認いただきますようお願いします。

多
目
的

ト
イ
レ

女
子

ト
イ
レ

分館
玄関

男子トイレ

Ｅ
Ｖ

選挙管理委員会事務局
固定資産評価審査委員会事務局
監査委員事務局
公平委員会事務局

産業振興課
（農業委員会事務局）

倉庫
女子トイレ

Ｅ
Ｖ

コンビニ

　分　館　 

　別　館　 
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図（３親等以内の親族）
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不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他

故人の財産について
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不動産の登記に関するルールが大きく変わりました

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

令和６年４月１日から令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日かかかかかかかかかかかからららららららら

相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記ののののののののののののののののののののの申請 不動産登記推進不動産登記推進不動産登記推進不動産登記推進不動産登記推進不動産登記推進
イメイメイメイメイメイメーー
「「申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請が相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記相続登記のののののののののののののの申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請申請

義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化義務化されましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされましたされました

所有者不明土地の解消に向けて

大阪司法書士会では、
無料相続登記相談の実施や、
司法書士の紹介を行っています。
詳しくは大阪司法書士会の
ホームページを
ご確認ください→→→

ました

大阪法務局

● 死亡後に土地の所有が判明した場合など、死亡日より後に不動産を相続したことを知った場合は、
知った日から３年を経過するまでが申請期限となります。

● 過料が科される前には、必ず法務局から一定期間内に登記の申請をするよう通知（催告）があり、
次のような場合は過料が科されません。
① 催告に応じて相続登記の申請をしたとき
② 相続した者が重病であるなど、登記をしないことに正当な理由があるとき

● 相続手続は、戸籍による相続人の確認や相続財産の特定、遺産分割協議など、登記手続の前に
確認・決定すべき事項も多岐にわたります。
相続手続について、司法書士等の専門家に相談・依頼することもご検討ください。

● 特に、①相続の発生から長期間経過している、②数次相続(※)が発生している、 ③兄弟姉妹が
相続人になるなどの場合は、権利関係が複雑になり、ご自身での手続が難しいと感じる方が多いです。

● 死亡日が令和６年４月１日より前であっても義務化の対象ですが、３年の猶予期間が設けられており、
申請期限は施行日から３年後の令和９年３月３１日となります。

POINT
1 相続登記は、亡くなった日から３年以内に申請してください

POINT
2 令和６年４月１日より前に亡くなっている場合は、令和９年３月３１日が申請期限です

POINT
3 令和 年 月以降、申請期限を経過すると１０万円以下の過料が科されることがあります

POINT
4 司法書士等の専門家に相続手続を依頼することもご検討ください

※ 相続の発生後、遺産分割などの相続手続が終わる前に相続人が死亡し、次の相続が開始していること。

相続登記の申請義務化に
ついては、大阪法務局の
ホームページでも
詳しく案内しています→→→
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　　相 続　　 OMI税理士法人

不動産・空き家 京阪電鉄不動産株式会社  本店営業部

　　相 続　　 岡本事務所有限会社

　　相 続　　 うらい会計事務所

持ち物の整理 ネクストサポート

　　相 続　　 株式会社あんしんリーガル



広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）

広告

　　相 続　　 OMI税理士法人

不動産・空き家 京阪電鉄不動産株式会社  本店営業部

　　相 続　　 岡本事務所有限会社

　　相 続　　 うらい会計事務所

持ち物の整理 ネクストサポート

　　相 続　　 株式会社あんしんリーガル



広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）

広告



広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）

広告

広告



広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）

広告



広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）

広告



発　　　行　　門真市

編集／制作　　株式会社鎌倉新書

発　行　年　　2026 年 4月

※このおくやみハンドブックは、2026年3月時点での情報で発行しております。内容につきましては、今後変更と
なる場合がございますのでご了承ください。

※この冊子は、広告主の協賛により作成されたものです。広告主及び広告内容を門真市が推奨するものではありま
せん。広告内容に関しては、直接広告主にお問い合わせください。


